






33

さらに水源強化案が3つ、

ソフトの工夫で渇水対策を

強化できる

　検討委員会では、河口堰の開門調査は段階的に行い
ます。第一段階は「プチ開門」によって塩水遡上の調査を
します。アユの遡上や降下の時期に行うことができれば、
アユの調査も可能となります。プチ開門調査の主な目的は、
開門時に塩水がどのような条件のもとで、どれくらいの濃
度で、どこまで遡上するかを実測し、それを計算式や係数
を設定した予測式の計算結果と照合し、その確度を検証
することです。

　開門調査の期間は短期間です。次の手当ては「プチ
開門」の期間だけでなく、渇水対策にも応用できます。

１.味噌川ダムの愛知県水道用水開発水量の一時転用
　2004年のフルプラン改正によって木曽川水系の水源か
ら矢作川の水源へ暫定的に転用された味噌川ダムの愛
知県水道用水開発水量1.756㎥/sec（2/20渇水年1.48㎥
/sec)は、西三河では追加の需要がない分にあたるので、
もとに戻すことができます。実際の使用実績によって使用
可能量は変わるものの、使い勝手のたいへん良い水源で
あることは間違いありません。

２.農業用水水利権の一時転用
　木曽川には犬山下流だけで75㎥/secにおよぶ河川自
流水依存農業用水水利権があります。
　木曽川総合用水と味噌川ダムの開発水量がほぼ年間
利用できるのに対して、農業用水水利権は4～9月の灌漑
期間には大きいものの、10～3月はほとんど水利権が付与
されていません。その点では灌漑期間限定の使用ではあ
りますが、夏期期間の不足分を埋める水利権としては最
適で、木曽川総合用水の開発水量を補完するものとして
考えられます。

３.木曽川河川維持流量の利用
　渇水時には、水の使い方の優先順位を考えなければな
りません。農業用水の取水のないとくに冬期には、　河川
維持流量も弾力的に考えることができます。

プチ開門の期間中、

長良導水の水源を従来の木曽川

の水源へと代替

工業用水・水道水には

既存の水利権を最大限活用

　長良導水、北伊勢工業用水、中勢水道は、河口堰のす
ぐ上流に取水口があるので、開門によって塩水が遡上す
るので取水できなくなります。これらの水利権は、長良導水
(2.86㎥/sec)、三重県水道(中勢水道0.732㎥/sec)、北伊
勢工業用水(長良川自流2.951㎥/sec)、合計6.543㎥/sec
です。この対策は代替水源の確保です。

　代替水源の候補として、木曽川総合用水を考えます。こ
の用水には、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県に水利
権がありますが、開発水量39.56㎥/secに対して、現在の
水利権が24.37㎥/secで、残りは15.19㎥/secです。

　愛知県の開発水量は13.52㎥/secなのに対して、現在
の水利権は9.23㎥/secで、4.29㎥/sec(名古屋臨海工水
と尾張工業用水道の水利権引き下げ分)が残っています。
また名古屋市の開発水量は11.94㎥/secで、現在の水利
権が7.43㎥/sec、残りは4.51㎥/secです(需要予測の見直
しにともなって水利権を削減した分)。
　愛知県と名古屋市が水利権を設定していない開発水
量は、合計で8.8㎥/secあり、これで水量としては対応でき
ることになります。
　なお木曽川総合用水の工業用水は、1987年に三重県
から水道として愛知県に1.9㎥/sec、名古屋市に0.1㎥
/sec移されており、開発水量に含まれています。三重県は
岩屋ダムに未利用の開発水量(1.62㎥/sec)を持っており、
これを使うこともできます。

木曽川総合用水の愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県の水利権
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　しかし短期間であっても、長良導水を利用している住民の
方 に々不便をかけるわけにはいきません。長良導水を利用す
る前は、愛知県・長良導水地域(愛知県知多4市5町の水道
2.86㎥/sec)の水は、木曽川用水と愛知用水を知多浄水場
でブレンドして用いていました。この導水路は現在もあります
ので、プチ開門期間中は木曽川用水の導水路を利用して
水を供給できます。また長良導水を使っての水の使用量は
ほぼ一定しているので、プチ開門調査期間中に木曽川用水
から確保する水量を設定することができます。
　以前に知多に送られていた木曽川用水の水は工業用水(
未利用の名古屋臨海工業用水道分)なので、水道水として
使うために用途変更の手続を国土交通省に行わなければ
なりません。プチ開門の期間は農閑期なので農業用水との
調整は容易ですし、渇水時にプチ開門を行わないこととすれ
ば、渇水の心配もありません。

　三重県では、河口堰の建設によって開発された水を使
用している上水道(三重県津市・松阪市の水道0.732㎥
/sec)と、河口堰建設前から取水していた北伊勢工業用水
とがあります。
　まず上水道を見てみると、長島町(北勢)の水道は、実際
には木曽川から取水したものが供給されています。長良川
からの配管はなく、長良川の水を使っていることになってい
るとしても単なる事業上の区分にとどまるものです。
　さらに津市のうち中勢系(木曽川、旧久居市)分は、北伊
勢工業用水長良川取水口を併用していますが、木曽川総
合用水からの北伊勢工業用水道と、四日市までは配管が
錯綜・一体化しているので、実際にはほとんどが木曽川水
系の水が供給されている状況です。また水の使用量はほ
ぼ一定しているので、プチ開門調査期間中に木曽川用水
から必要とする水も想定することができます。
　したがって、プチ開門によって水の利用に支障は起きな
いと考えています。

三重県の北勢中勢上水道と

北伊勢工業用水は、対応可能

長良導水からの実際の取水量1.85㎥/sec

　知多地域では水道原水を木曽川から長良川の水へと
転換しました。でも水道原水としては、河口付近の長良川の
水より木曽川の水の方が適しています。「プチ開門」の間は
、木曽川の水を水道原水として利用することになりますが、
じつは工業用水でありながら木曽川の原水の方がきれいで
すから、長期的にはこの水を使えるようにできると考えていま
す。
　すでに愛知県は、334億円の建設費をかけて長良導水
を作っています。河口堰の「プチ開門」の期間は短期間な
ので、長良導水の導水管の保全のための特別な措置は不
要です。しかし長期にわたる開門調査を行う場合は、ふだ
んは木曽川の水を使うことにし、渇水時には長良導水を「
渇水時の水のリザーブ」として使えば知多地域でもより質の
良い水道原水を利用でき、かつ安心もできるでしょう。そのた
めの検討も行っていきます。

知多地域に木曽川のきれいな

水道水を戻せる

　愛知県は現在、長良導水から2.86㎥/sec取水し、知多4
市5町の水道用に使用しています。しかし、この地域は1998
年3月まで木曽川の馬飼頭首工より木曽川用水を通じて木
曽川の水を取水し(豊水暫定取水)水道用に使用していま
した。
　馬飼頭首工での愛知県の工業用水の開発水量は6.30
㎥/secなのに対し、現在の水利権が2.01㎥/secで、水利権
を設定していない開発水量は4.29㎥/secあります。これは
工業用水なので、水道を以前の状態にもどすにあたっては
愛知県の「工業用水」の水利権を「水道用水」の水利権
に切り替える手続が必要となります。しかしこの措置は、愛
知県が河口堰の不要の工業用水を水道に転用したように
手続さえ行えば実現可能です。

【コラム：長良導水から木曽川の水への
　一時的な切り替えの手続き】

「長良川河口堰検証公開ヒアリング̃河口堰と知多半島の
飲料水について̃」神谷明彦（現 東浦町長）より

河口堰供用前（～1998年３月）




